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議第３６号 

 

   寒河江市教育委員会委員の任命について 

 

 寒河江市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                 寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

記 

 

 鈴 木 淳 一 （敬称略） 

 

 

理 由 

 寒河江市教育委員会委員のうち１名が任期満了となることに伴い、委員の再任

について議会の同意を求めようとするものである。 

 



‐２－ 

 

 

 

 

議第３７号 

 

   寒河江市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 寒河江市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

記 

 

木 村 二 男 （敬称略） 

 

 

理 由 

 寒河江市固定資産評価審査委員会委員のうち１名が任期満了となることに伴い、

委員の再任について議会の同意を求めようとするものである。 



－３－ 

 

 

 

 

議第３８号 

 

   表彰について 

 

寒河江市表彰条例（昭和３６年市条例第３４号）第２条の規定により次の者を表彰

したいので、議会の同意を求める。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

記 

 

氏  名 表 彰 事 由 

折 居 和 夫 表彰条例第２条第４号（保健衛生） 

 

住   所 社  名 代 表 者 名 表 彰 事 由 

寒河江市越井坂 

３８番地の１ 
角田商事株式会社 

代表取締役社長 

角 田 祐一郎 

表彰条例第２条 

第６号（金品等の 

寄贈） 

 （敬称略） 



－４－ 

 

 

理 由 

寒河江市表彰条例に基づき表彰しようとするものである。 



－５－ 

 

 

 

報告第５号 

 

令和３年度寒河江市財政の健全化判断比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項の規定により、令和３年度寒河江市財政の健全化判断比率を別紙のとおり監査

委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

 

令和４年９月１日 提 出 

 

寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

記 

 

（単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（１３．２１） 

― 

（１８．２１） 

 ７．８ 

（２５．０） 

－ 

（３５０．０） 

備考 下段括弧内は、寒河江市の早期健全化基準 

 

 



－６－ 

 

 

 

 

報告第６号 

 

令和３年度寒河江市公営企業の資金不足比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第  

２２条第１項の規定により、令和３年度寒河江市公営企業の資金不足比率を別

紙のとおり監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

 

令和４年９月１日 提 出 

 

寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

記 

 

  （単位：％） 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

病 院 事 業 会 計  － ２０．０ 

水 道 事 業 会 計 － ２０．０ 

下 水 道 事 業 会 計 － ２０．０ 

 



－７－ 

 

 

 

 

承認第６号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求め

る。 

 

 令和４年９月１日 提 出 

 

寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

 

 

理 由 

 令和４年８月３日に発生した豪雨災害に係る緊急的な経費追加のため、令和

４年度寒河江市一般会計補正予算（第４号）について、議会を招集する時間的余

裕がなく急を要したので専決処分を行ったものである。 



－８－ 

 

 

 

 

認第１号 

 

   令和３年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３

年度寒河江市一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

理 由 

 令和３年度寒河江市一般会計歳入歳出決算について、議会の認定を経ようとする

ものである。 



－９－ 

 

 

 

 

認第２号 

 

   令和３年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３

年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。 

 

 令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

理 由 

 令和３年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、議会の認定を

経ようとするものである。 



－１０－ 

 

 

 

 

認第３号 

 

   令和３年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３

年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意

見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

理 由 

 令和３年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、議会の認定

を経ようとするものである。 



－１１－ 

 

 

 

 

認第４号 

 

   令和３年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３

年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付

けて議会の認定に付する。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

理 由 

 令和３年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算について、議会の認定を経よ

うとするものである。 



－１２－ 

 

 

 

 

認第５号 

 

   令和３年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算 

   の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３

年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査

委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

理 由 

 令和３年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算について、議

会の認定を経ようとするものである。 



－１３－ 

 

 

 

 

認第６号 

 

   令和３年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出 

決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３

年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算を別冊のとおり監

査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

理 由 

 令和３年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算について、

議会の認定を経ようとするものである。 



－１４－ 

 

 

 

 

認第７号 

 

   令和３年度寒河江市立病院事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和３年度寒河江市立病院事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

理 由 

 令和３年度寒河江市立病院事業会計決算について、議会の認定を経ようとする

ものである。 



－１５－ 

 

 

 

 

議第３９号 

 

令和３年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に 

ついて 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、

令和３年度寒河江市水道事業会計未処分利益剰余金を処分したいので議会の議

決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、令和３年度寒河江市

水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和４年９月１日 提 出 

 

寒河江市長 佐 藤 洋 樹 

 

 

理 由 

 令和３年度寒河江市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議会の

議決を求めるとともに、令和３年度寒河江市水道事業会計決算について、議会

の認定を経ようとするものである。 

  



－１６－ 

 

 

 

 

議第４０号 

 

令和３年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定に 

ついて 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、

令和３年度寒河江市下水道事業会計未処分利益剰余金を処分したいので議会の

議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、令和３年度寒河江

市下水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付

する。 

 

令和４年９月１日 提 出 

 

寒河江市長 佐 藤 洋 樹 

 

 

理 由 

 令和３年度寒河江市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議会

の議決を求めるとともに、令和３年度寒河江市下水道事業会計決算について、

議会の認定を経ようとするものである。 

  



－１７－ 

 

 

 

 

議第４４号 

 

   寒河江市印鑑条例の一部改正について 

 

 寒河江市印鑑条例（昭和５５年市条例第４号）の一部を別紙のとおり改正す

る。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－１８－ 

 

寒河江市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

寒河江市印鑑条例（昭和５５年市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「電子計算組織」を「磁気ディスク」に改める。 

第８条第１項中「き損」を「毀損」に改める。 

第１０条第３項を次のように改める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、被登録者は、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第３条第７項の規

定により同条第１項に規定する署名用電子証明書が記録されているものに限

る。）を用いて、市の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）

と電気通信回線で接続した当該被登録者の使用に係る電子計算機に、暗証番号

その他必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請すること

ができる。 

 第１０条に次の１項を加える。 

４ 第２項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影を、電子計

算機から出力した写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記

載するものとする。 

⑴ 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合に

あっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされて

いる場合にあっては氏名及び当該通称） 

⑵ 出生の年月日 

⑶ 男女の別 



－１９－ 

 

⑷ 住所 

⑸ 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されてい

る氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑

により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理 由 

オンラインによる印鑑登録証明書の交付申請を可能とするため、所要の改正を

しようとするものである。 



－２０－ 

 

 

 

 

議第４５号 

 

寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年市条例第１号）の一

部を別紙のとおり改正する。 

 

令和４年９月１日 提 出 

 

寒河江市長  佐  藤  洋  樹    



－２１－ 

 

寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例 

 

寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年市条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

別表第２中「後８週間」を「以後１年」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

 

理 由 

育児参加のための休暇の対象期間を拡大するため、所要の改正をしようとする

ものである。 



－２２－ 

 

 

 

 

議第４６号 

 

寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

寒河江市職員の育児休業等に関する条例（平成４年市条例第２号）の一部を別

紙のとおり改正する。 

 

令和４年９月１日 提 出 

 

寒河江市長  佐  藤  洋  樹    



－２３－ 

 

寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

寒河江市職員の育児休業等に関する条例（平成４年市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第３号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であっ

て、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア（ア）中「第２条の４」を

「当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする

場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、第２条の４」に、「、２

歳」を「当該子が２歳」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

（ア） その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該

当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日。以下（ア）において同じ。）

において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる

場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとするもの 

（イ） その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい

る場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続い

て特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当

該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとするもの 

第２条第３号ウを削る。 

第２条の３第３号を次のように改める。 



－２４－ 

 

⑶ １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げ

る場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該

当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に該当す

るときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情が

ある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合） 当該子の１歳６か月

到達日 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる

場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日

（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地

方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日と

された日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職

員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）にお

いて育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳

到達日（当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日）において地方等育児休業をし

ている場合 



－２５－ 

 

ウ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤

務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する

場合 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤

職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）

後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことが

ない場合 

第２条の４を次のように改める。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から２

歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれ

にも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしてい

る場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号に

掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同

号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

⑴ 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配

偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育

児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日

の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場

合 

⑵ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日において育

児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６か月到

達日において地方等育児休業をしている場合 



－２６－ 

 

⑶ 当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的

な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当す

る場合 

⑷ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間に

おいてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

第２条の５を削る。 

第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第７号中「第２条の４」を

「前条」に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を

定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、

「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に特定職に引き

続き」を「引き続いて特定職に」に、「当該任期の末日」を「当該育児休業に係

る子について、当該更新前の任期の末日」に、「当該引き続き採用される」を

「当該採用の」に改め、同号を同条第７号とし、同条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間は、５７日間とする。 

第１０条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例

による改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１０条（第６号に



－２７－ 

 

係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

 

理 由 

育児休業の取得回数制限の緩和等を行うため、所要の改正をしようとするもの

である。 



－２８― 

 

 

 

 

議第４７号 

 

寒河江市市民浴場に関する条例の一部改正について 

 

 寒河江市市民浴場に関する条例（昭和５７年市条例第３７号）の一部を別紙の

とおり改正する。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹         

 

 



－２９― 

 

寒河江市市民浴場に関する条例の一部を改正する条例 

 

寒河江市市民浴場に関する条例（昭和５７年市条例第３７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「向上」を「向上を図るとともに、交流を通じた活力ある地域づくり」

に改める。 

第２条第２号を次のように改める。 

⑵ 位置 寒河江市大字島１４７番地の１５ 

第６条第２号中「火気（喫煙を含む。）」を「火気」に改め、同条中第５号を第

６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。  

⑷ 喫煙をしないこと。 

第９条を第１０条とし、第８条を第９条とする。 

第７条中「き損」を「毀損」に改め、同条を第８条とし、第６条の次に次の１

条を加える。 

（使用者の範囲） 

第７条 別表に定める福祉風呂を使用できる者は、疾病、障がい、怪我、高齢等

により入浴に介助が必要な者及びその介助者とするものとし、使用するときは

介助者とともに使用しなければならない。 

附則第２項を次のように改める。 

（東日本大震災に係る使用料の特例） 

２ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間、第４条の規定にかかわ

らず、市内に避難する東日本大震災の被災者等に対する使用料は、市民と同様

とする。 

別表を次のように改める。 



－３０― 

 

区分 
使用料 

大人 小人 

一般浴室 

市民 ２５０円 １００円 

市民以外の者 ３５０円 １００円 

障がい者（市民） １００円 ５０円 

障がい者（市民以外の者） ２００円 ５０円 

回数券１２枚つづり（市民） ２，５００

円 
― 

回数券１２枚つづり（市民以外の者） ３，５００

円 
― 

福祉風呂 
市民 １組 １時間 ３００円 

市民以外の者 １組 １時間 ５００円 

休憩室（１回） ２００円 １００円 

備考 

１ 「大人」とは１５歳以上、「小人」とは１５歳未満とする。ただし、未

就学児は無料とする。 

２ 「障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている者 

⑵ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の

規定により療育手帳の交付を受けている者 

⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第  

１２３号）第４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている者 



－３１― 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 市民浴場の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施

行前においても行うことができる。 

 

 

理 由 

 市民浴場の移転新築に伴い、目的、設置場所、使用料等について、所要の改正

をしようとするものである。 

 



－３２－ 

 

 

 

 

議第４８号 

 

寒河江市営住宅条例の一部改正について 

 

寒河江市営住宅条例（平成９年市条例第３０号）の一部を別紙のとおり改正す

る。 

 

令和４年９月１日 提 出 

 

寒河江市長  佐  藤  洋  樹    



－３３－ 

 

寒河江市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

寒河江市営住宅条例（平成９年市条例第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

別表を次のように改める。 

別表 

住宅名 設置年度 構造 戸数 共同施設 所在地 

ひがし団地 昭和５３年度 中耐４階建 ４８戸 集会室 寒河江市大

字日田字五

反７２番地 

昭和５４年度 中耐４階建 ２４戸 

昭和５５年度 中耐４階建 ２４戸 

高田団地 平成３年度 中耐４階建 ３２戸 集会室 寒河江市高

田一丁目２

番地の１ 

平成５年度 

中耐４階建 ２４戸 

陵南アパート 令和３年度 

木造２階建 ３０戸 

 寒河江市大

字寒河江字

塩水５５番

地 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理 由 

 西寒河江住宅、高屋住宅、西浦住宅の廃止に伴い、所要の改正をしようとする

ものである。 



－３４－ 

 

 

 

 

議第４９号 

  

財産（小型除雪車）の取得について 

  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

市条例第７号）第３条の規定により、別紙のとおり財産を取得するため、議会の

議決を求める。 

  

令和４年９月１日 提 出 

  

寒河江市長  佐  藤  洋  樹    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－３５－ 

 

 

１ 財産の種類及び数量  小型除雪車（１．３ｍ級） １台 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

３ 取 得 金 額  金２４，９７９，１３０円 

                  物品代金 ２２，７０９，１３０円 
              内 訳 
                  消 費 税  ２，２７０，０００円 

４ 取 得 の 相 手 方  寒河江市大字西根字中川原１１０番地の１ 

             寒河江重車輌株式会社 

代表取締役 土 田 朋 由 

 

理 由 

 小型除雪車を更新し、市道の車道及び歩道の除雪作業を行うことにより円滑な道

路交通の確保を図るため、財産を取得しようとするものである。 



－３６－ 

 

 

 

 

議第５０号 

  

財産（除雪グレーダ）の取得について 

  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

市条例第７号）第３条の規定により、別紙のとおり財産を取得するため、議会の

議決を求める。 

  

令和４年９月１日 提 出 

  

寒河江市長  佐  藤  洋  樹    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－３７－ 

 

 

１ 財産の種類及び数量  除雪グレーダ（３．１ｍ級） １台 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

３ 取 得 金 額  金２９，６５４，１３０円 

                  物品代金 ２６，９５９，１３０円 
              内 訳 
                  消 費 税  ２，６９５，０００円 

４ 取 得 の 相 手 方  山形市蔵王成沢字町浦１９２番地 

             コマツ山形株式会社 山形支店 

支店長 木 村 陽 一 

 

理 由 

 除雪グレーダを更新し、市道の車道除雪作業を行うことにより円滑な道路交通の

確保を図るため、財産を取得しようとするものである。 



－３８－ 

 

 

 

 

議第５１号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、別紙のと

おり市道の路線を廃止する。 

 

  令和４年９月１日 提 出 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－３９－ 

 

路線 

番号 
路 線 名 

起   点 重要な 

経過地 終   点 

10127 西浦５号線 
寒河江市大字高屋字西浦４４４番２ 

 

寒河江市大字高屋字西浦４４４番２ 

 

 

理 由 

 寒河江市営西浦住宅の用途廃止による解体に伴い、一般交通の用に供する必要

がなくなったため、１路線を廃止しようとするものである。 


